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第 1 章 計画の目的等 

１．背景と目的 

我が国における分譲マンション（以下、「マンション」という。）は、土地利用の高度化の  

進展に伴い、職住近接という利便性や住空間の有効活用という機能性に対する積極的な

評価、マンションの建設・購入に対する融資制度や税制の整備を背景に、都市部を中心に

持家として定着し、主要な居住形態となっています。 

しかし、近年では、「２つの老い」と言われる建物と居住者の両方の高齢化が急速に進行

しており、国土交通省の調査によると、全国の築 40 年以上を経過したマンションは、令和

４年（２０２２年）末時点で約 125.7 万戸あり、10 年後には約 2.1 倍の約 260.8 万戸、

20 年後には約 3.5 倍の約 445 万戸となることが見込まれています。今後、この「２つの

老い」による管理組合の担い手不足が顕著な高経年マンションが急増することが懸念され

ており、そのため、老朽化を抑制し、周辺への危害等を防止するための維持管理の適正化

や、老朽化が進み維持修繕等が困難なマンションの再生に向けた取組の強化が喫緊の課題

となっています。 

本市においても、令和５年（2023 年）１月１日時点で、市内には 281 団地、３３2 棟、

23,383 戸のマンションが供給され、市民の約 14.6％が居住する主要な居住形態となっ

ています。その一方で、築 40 年以上のマンションは 5,171 戸(全体の約 22％)あり、10

年後には約１．８倍の 9,285 戸、20 年後には約３．１倍の 15,897 戸となることが予想

され、全国と同様に高経年化が進行する見込みとなっています。これらのマンションが適正

に管理されないまま放置されると、区分所有者の居住環境の低下だけではなく、周辺環境

にも悪影響を及ぼすことが懸念されます。 

こうした中、令和２年（2020 年）６月に「マンションの管理の適正化の推進に関する法律

（以下、「適正化法」という。）」が改正され、国から「マンションの管理の適正化の推進を図る

ための基本的な方針」が示されるとともに、地方公共団体が地域の実情等に応じてマンシ

ョンの管理適正化を効果的に推進できるよう「マンション管理適正化推進計画」の策定、 

マンション管理組合の作成する管理計画の認定、地方公共団体による管理組合への助言・

指導等が創設されました。 

本市においても、マンションの適正な管理を推進するための施策を講ずることにより、 

マンションの老朽化の抑制や管理不全による周辺への危害等を防止するとともに、マンショ

ンにおける継続的で良好な居住環境の整備を図ることを目的として、「越谷市マンション管

理適正化推進計画（以下、「本計画」という。）」を策定し、マンション管理の適正化を計画的

に推進します。 
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２．計画の位置づけ 

本計画は、適正化法第３条の２第１項に規定する「マンション管理適正化推進計画」として

策定し、同法及び「マンションの管理の適正化の推進を図るための基本的な方針」に基づき

定めるものです。 

また、上位計画である「越谷市総合振興計画」との整合を図るとともに、「越谷市都市計

画マスタープラン」をはじめとした関連計画と連携することで、より効果的な施策の推進を

図ります。 

 

図 越谷市マンション管理適正化推進計画の位置づけ 

 

また、本計画の推進は、国連の持続可能な開発目標（SDGs）に掲げられている 17 の 

ゴールのうち、目標 11「住み続けられるまちづくりを」の達成に寄与するものです。 
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３．計画期間 

本計画の計画期間は、令和６年度（2024 年度）から令和 1５年度（20３３年度）までの  

１０年間とします。なお、計画期間中においても、社会情勢等に変化が生じた場合等は、  

必要に応じて計画の見直しを検討します。 

 

４．計画の対象 

本計画の対象は、市内全域の適正化法第２条第１号に規定するマンションとします。 

 

適正化法第２条第１号（抜粋） 

（定義） 

第二条 この法律において、次の各号に掲げる用語の意義は、それぞれ当該各号の定めるところ

による。 

一 マンション 次に掲げるものをいう。 

イ 二以上の区分所有者（建物の区分所有等に関する法律（昭和三十七年法律第六十九号。以下

「区分所有法」という。）第二条第二項に規定する区分所有者をいう。以下同じ。）が存する建

物で人の居住の用に供する専有部分（区分所有法第二条第三項に規定する専有部分をいう。

以下同じ。）のあるもの並びにその敷地及び附属施設 

ロ 一団地内の土地又は附属施設（これらに関する権利を含む。）が当該団地内にあるイに掲げる

建物を含む数棟の建物の所有者（専有部分のある建物にあっては、区分所有者）の共有に属す

る場合における当該土地及び附属施設 
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第２章 越谷市のマンションの現況と課題 

１．越谷市のマンションの現況 

（１）人口・世帯の現況 

① 人口・世帯数の推移 

本市の人口は国勢調査によると、昭和 40 年（1965 年）代から平成の当初までは大幅

な人口増加が続いていましたが、それ以降は増加傾向が緩やかになっており、令和 2 年

（2020 年）時点においては 341,621 人となっています。 

世帯数については、現在も増加傾向にあり、令和 2 年（2020 年）は 142,774 世帯と

なっています。 

なお、令和５年１月１日現在の人口は、住民基本台帳によると 343,866 人となってい

ます。 

 

 

資料：国勢調査（各年 10 月 1 日現在） 

図 2－1 人口・世帯数の推移 
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② 年齢３区分別人口の推移 

本市の人口を年齢３区分別の年齢構成で見ると、年少人口（15 歳未満）及び生産年齢

人口（15～64 歳）の割合の減少に対し、高齢者人口（65 歳以上）の割合が増加し、令和４

年（2022 年）では高齢化率は 25.4%となっており、4 人に 1 人が高齢者という状況に

なっています。 

 

 

資料：住民基本台帳（各年 1 月 1 日現在） 

図 2－２ 年齢３区分別人口の推移 
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③ 地区別年齢３区分別人口 

本市では、13 地区のコミュニティ区域を設定しており、地区別の３区分別年齢構成を見

ると、新方地区が高齢者人口（65 歳以上）の割合が最も高く、36.4％となっており、次い

で荻島地区（30.8%）、桜井地区（30.1%）となっています。一方、大相模地区は 16.0%

と最も低くなっています。 

 

資料：住民基本台帳（令和 4 年 1 月 1 日現在） 

図 2－３ 地区別年齢３区分別人口割合 
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（２）マンションの現況 

① マンション累計住戸数の推移 

全国的な築年別戸数の推移では、昭和 40 年（1965 年）代から新規供給戸数が増加

し、昭和 63 年（1988 年）頃から、平成 19 年（2007 年）頃まで増加傾向にあります。 

本市では、令和５年（2023 年）１月１日時点で 281 団地 332 棟 23,383 戸のマンシ

ョンが供給されています。また、本市の令和 5 年（202３年）１月１日時点の全世帯

（160,382 世帯、住民基本台帳より）のうち、マンションの占める割合を見ると約 14.6%

となっています。 

 

資料：国土交通省（令和４年末現在） 

図 2－４ 全国的な築年別戸数の推移 

 

資料：越谷市調べ（令和５年１月１日現在） 

図 2－５ 本市の築年別戸数の推移  
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② 築年別の状況 

築年別で最も多いマンションは、築 20 年以上築 30 年未満となっています。また、築年

別団地割合を見ると、「築４０年以上築５０年未満」と「築５０年以上」を合わせた建築から

40 年以上経過したマンションは、全体の約 18％（52 団地）を占めています。 

  

  

資料：越谷市調べ（令和５年１月１日現在）   

図 2－６ 築年別マンション割合               
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③ 戸数規模別の状況 

戸数規模別で最も多いマンションは 51～100 戸で 23．8％（６７団地）となっていま

す。 

一方で、10 戸以下のマンションが約４％（１１団地）、11～20 戸が約５％（１５団地）ある

など、小規模のマンションも見られ、これらは昭和 55 年（1980 年）以前に建築されたも

のが多くなっています。 

 

資料：越谷市調べ（令和５年１月１日現在） 

図 2－７ 戸数規模別棟数マンション割合 

 

資料：越谷市調べ（令和５年１月１日現在） 

 図 2－８ 戸数規模別建築年別マンション数   
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2.3%(1団地)
7.7%(3団地)

2.2%(1団地)

4.5%(3団地)

5.4%(2団地)

12.5%(3団地)

2.3%(1団地)

6.7%(3団地)

4.5%(3団地)

8.1%(3団地)

12.5%(3団地)

0% 10% 20% 30% 40% 50% 60% 70% 80% 90% 100%

10戸以下

11-20戸

21-30戸

31-40戸

41-50戸

51-100戸

101-200戸

201戸以上

S50年以前 S51-55年 S56-60年 S61-H2年 H3-7年 H8-H12年

H13-17年 H18-22年 H23-27年 H28年以降
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④ 階数別の状況 

階数別で最も多いマンションは 6～10 階で、69.0％（２２9 棟）となっています。 

一方で、21 階建て以上の高層マンションや２階建て以下の低層のマンションも見られ、

後者は高経年のマンションが多くなっています。 

 

資料：越谷市調べ（令和５年１月１日現在） 

図 2－９ 階数別棟数割合 

 

資料：越谷市調べ（令和５年１月１日現在） 

図 2－1０ 建築年別棟数割合  

0.9%(3棟), 

２階以下

23.5%(78棟), 

３－５階

69.0%(229棟), 

６－10階

5.7%(19棟), 

11－15階

0.3%(1棟), 

16－20階

0.6%(2棟), 

21階以上

 

7.7%(6棟)

2.2%(5棟)

66.7%(2棟)

16.7%(13棟)

9.2%(21棟)

 

33.3%(1棟)

7.7%(6棟)

22.3%(51棟)

 

 

20.5%(16棟)

3.5%(8棟)

15.8%(3棟)

 

24.4%(19棟)

14.4%(33棟)

 

10.3%(8棟)

19.7%(45棟)

5.3%(1棟)

 

3.8%(3棟)

10.5%(24棟)
5.3%(1棟)

50.0%(1棟)

 

6.4%(5棟)

11.4%(26棟)

42.1%(8棟)

 

1.3%(1棟)

3.5%(8棟)

10.5%(2棟)

100.0%(1棟)

50.0%(1棟)

 

1.3%(1棟)

3.5%(8棟)

21.1%(4棟)

0% 10% 20% 30% 40% 50% 60% 70% 80% 90% 100%

２階以下

３－５階

６－10階

11－15階

16－20階

21階以上

S50年以前 S51-55年 S56-60年 S61-H2年 H3-7年 H8-H12年

H13-17年 H18-22年 H23-27年 H28年以降



11 

 

⑤ 立地の状況 

（ア）最寄り駅までの距離別の状況 

駅から 1,000ｍ以内に立地するマンションは 23９団地あり、全体の８割以上を占めて

おり、交通利便性の高い徒歩圏域に立地しているものが多くなっています。その中でも、せ

んげん台駅、北越谷駅、越谷駅、南越谷駅（新越谷駅）、蒲生駅周辺に多く立地しています。 

 

図 2－1１ 最寄り駅までの距離別マンションの立地状況 

表 2－１ 最寄り駅までの距離別マンション数 

  ～500m 135 団地 

501m～1,000m 104 団地 

1,001m～  42 団地 

計 281 団地 

 資料：越谷市調べ（令和５年１月１日現在） 

 …マンション 

 …駅 

…500m 圏内 

…1,000m 圏内 

N 

東武スカイツリーライン 

JR 武蔵野線 
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（イ）地区別の状況 

13 地区別のマンションの立地を見ると、最も多いのは蒲生地区で 6５団地（全体の約

23％、平均築年数２４．９年）、次いで南越谷地区で 53 団地（同 19％、28.3 年）、大袋 

地区で 39 団地（同 14％、2９.0 年）となっており、この 3 地区で全体の半数以上を占め

ています。地区別のマンションの平均築年数を見ると、最も築年数が経過しているのは出羽

地区で 3２.5 年、次いで桜井地区で 3２.4 年、荻島地区で 3１.7 年となっています。 

また、大相模地区は、平成 20 年（2008 年）３月に越谷レイクタウン駅が開業し、開発が

始まったことから、13 地区内で最も高齢者人口が低く（16.0%）、マンションの築年数も新

しいものが多くなっています。 

高齢化率が高い上位 3 地区の新方地区、荻島地区、桜井地区は、団地数は少ないです

が、平均築年数は 30 年以上のマンションが多い状況です。 

 

 

資料：越谷市調べ（令和５年１月１日現在） 

図 2－12 地区別団地割合 

 

  

4.3%(12団地), 

桜井

0.4%(1団地), 

新方
2.5%(7団地), 

増林

13.9%(39団地), 

大袋

1.1%(3団地), 

荻島

4.6%(13団地),

出羽

23.1%(65団地), 

蒲生

1.8%(5団地), 

川柳

5.3%(15団地), 

大相模

7.8%(22団地), 

大沢

5%(14団地), 

北越谷

11.4%(32団地), 

越ヶ谷

18.9%(53団地), 

南越谷
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図 2－13 地区別マンションの立地状況 

表 2－２ 地区別マンション数 

地区名 団地数 平均築年数  地区名 団地数 平均築年数 

桜井 12 団地 32.4 年  川柳  5 団地 22.0 年 

新方  1 団地 31.0 年  大相模 15 団地 15.8 年 

増林  7 団地 30.1 年  大沢 22 団地 32.1 年 

大袋 39 団地 29.0 年  北越谷 14 団地 31.4 年 

荻島  3 団地 31.7 年  越ヶ谷 32 団地 19.4 年 

出羽 13 団地 32.5 年  南越谷 53 団地 29.3 年 

蒲生 65 団地 24.9 年  計 281 団地 26.9 年 

資料：越谷市調べ（令和５年１月１日現在） 

 …マンション 

 …駅 

N 

東武スカイツリーライン 

JR 武蔵野線 
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２．越谷市分譲マンション実態調査 

本市では、市内のマンションの実態を把握することにより、マンション管理適正化推進計

画の策定に向け、令和４年度（2022 年度）に「越谷市分譲マンション実態調査」を行いまし

た。 

 

（１）調査の概要 

本調査は、「管理組合アンケート」、「管理組合ヒアリング」、「現地調査」の３つの調査で構

成されており、各調査結果と建築基準法第 12 条に基づく定期報告の情報について分析す

ることにより、本市のマンションの実態を把握しました。 

 

 

図２－１４ 調査の流れ 

  

【管理組合アンケート】 

○調査期間 

 令和４年８月５日～ 

 令和４年 12 月 26 日 

○調査対象 

 市内の全マンション 

 279 団地 

○調査方法 

 郵送による調査票の 

 依頼・回答 

○回答率 

 52.0%（145 団地） 

【管理組合ヒアリング】 

○調査期間 

 令和４年 11 月 22 日～ 

 令和 5 年 1 月 28 日 

○調査対象 

 抽出したマンション 

 21 団地 

○調査方法 

 訪問によるヒアリング 

 調査 

【現地調査】 

○調査期間 

 令和４年 11 月 22 日～ 

 令和 5 年 1 月 28 日 

○調査対象 

 抽出したマンション 

 60 団地 

○調査方法 

 現地訪問による 

 外観調査 

各調査結果と建築基準法第 12 条に基づく定期報告の情報 

本市のマンションの実態の把握 
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（２）管理組合アンケート調査の結果 

① 管理組合の運営状況について 

（ア）管理組合役員の「なり手不足」に対して管理組合が抱える課題 

管理組合役員の「なり手不足」について現在課題となっている、又は今後課題となると思

われることとして、「特に課題となることはない」が約 2 割となっており、約８割の管理組合

は「なり手不足」に課題を抱えています。具体的な課題としては、「管理組合活動に無関心な

区分所有者が多い」と「居住者に高齢者が増え、体力的な理由から引き受けてくれない」が

ともに 50.3％で最も多くなっています。 

 

図 2－1５ 管理組合役員の「なり手不足」に関する現在又は今後の課題 

 

（イ）管理組合活動への関心 

マンションの戸数が多くなるほど、「管理組合活動に無関心な区分所有者が多い」の割合

が高い傾向にあります。 

 
図 2－1６ 戸数別の管理組合活動に無関心な区分所有者の割合 

50.3%(73件)

50.3%(73件)

28.3%(41件)

8.3%(12件)

13.8%(20件)

22.1%(32件)

20.7%(30件)

2.8%(4件)

0% 10% 20% 30% 40% 50% 60%

管理組合活動に無関心な

区分所有者が多い

居住者に高齢者が増え、体力的な理

由から引き受けてくれない

仕事の多忙さを理由に、

引き受けてくれない

賃貸率が高く、役員の

対象になる居住者が少ない

役員報酬がない（少ない）

専門的知識を持った

区分所有者がいない

特に課題となることはない

その他

30.0%(3件)

37.5%(12件)

48.3%(14件)

50.0%(8件)

66.7%(10件)

60.5%(26件)

0% 10% 20% 30% 40% 50% 60% 70%

～19戸

（N＝10）

20～39戸

（N＝32）

40～59戸

（N=29）

60～79戸

（N=16）

80～99戸

（N=15）

100戸～

（N=43）

N＝145（Nは回答者数、以下同様） 
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（ウ）管理組合運営上の不安 

管理組合の運営上、困っていること、又は不安に思っていることについて、「大規模修繕

のための費用の不足」が 35.9％と最も多く、次いで「役員交代による事業の継続性」が

33.8％、「理事会役員の選出が困難」が 33.1％と高い割合となっています。 

  

図 2－１７ 管理組合運営上の不安 

  

9.7%(14件)

33.1%(48件)

33.8%(49件)

35.9%(52件)

20.0%(29件)

12.4%(18件)

18.6%(27件)

6.9%(10件)

2.8%(4件)

9.7%(14件)

18.6%(27件)

3.4%(5件)

0% 10% 20% 30% 40%

管理組合内での

合意形成が困難

理事会役員の選出が困難

役員交代による

事業の継続性

大規模修繕のための

費用の不足

機械式駐車場の維持管理

管理費等の未払いの増加

マンション居住者間

でのトラブル

賃貸住戸や空室の増加

事務所等の非住宅

住戸の増加

管理会社との関係性

特に不安はない

その他

N＝145 
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（エ）管理組合運営上の不安（高齢者世帯割合別） 

高齢者のみが居住する世帯の割合が５割以上のマンションでは、「理事会役員の選出が

困難」が 62.1％と高い割合となっています。他の「管理組合内での合意形成が困難」、「役

員交代による事業の継続性」の項目においても、高齢者のみが居住する世帯の割合が高い

マンションで高い割合となっています。 

 

図 2－１８ 高齢者世帯割合別の管理組合運営上の不安  

9.7%(14件)

33.1%(48件)

33.8%(49件)

35.9%(52件)

20.0%(29件)

12.4%(18件)

18.6%(27件)

6.9%(10件)

2.8%(4件)

9.7%(14件)

18.6%(27件)

3.4%(5件)

17.2%(5件)

62.1%(18件)

44.8%(13件)

41.4%(12件)

6.9%(2件)

10.3%(3件)

10.3%(3件)

13.8%(4件)

6.9%(2件)

3.4%(1件)

24.1%(7件)

3.4%(1件)

11.4%(8件)

28.6%(20件)

35.7%(25件)

40.0%(28件)

27.1%(19件)

11.4%(8件)

21.4%(15件)

8.6%(6件)

1.4%(1件)

12.9%(9件)

15.7%(11件)

4.3%(3件)

20.0%(5件)

24.0%(6件)

16.0%(4件)

20.0%(5件)

8.0%(2件)

24.0%(6件)

4.0%(1件)

28.0%(7件)

5.9%(1件)

17.6%(3件)

29.4%(5件)

47.1%(8件)

17.6%(3件)

17.6%(3件)

17.6%(3件)

5.9%(1件)

5.9%(1件)

11.8%(2件)

5.9%(1件)

0% 10% 20% 30% 40% 50% 60% 70%

管理組合内での

合意形成が困難

理事会役員の

選出が困難

役員交代による

事業の継続性

大規模修繕のための

費用の不足

機械式駐車場の

維持管理

管理費等の

未払いの増加

マンション居住者間

でのトラブル

賃貸住戸や空室の

増加

事務所等の非住宅住戸

の増加

管理会社との関係性

特に不安はない

その他

総数 概ね５割以上 概ね１割～５割程度 概ね１割未満 わからない

（N＝145） （N＝29） （N＝70） （N＝25） （N＝17） 
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（オ）役員の選出方式 

管理組合役員の選出方式について、「任期を決めて順番に選出する方式[輪番制]」が

84.8%と最も多くなっています。 

 

図 2－１９ 管理組合役員の選出方法 

 

② 修繕積立金等について 

（ア）修繕積立金の見通し 

修繕積立金の今後の見通しについて、総数では「不足が想定されるが、改定するかどう

かはわからない」が 32.９％と最も多く、「不足が想定されるため、改定を予定している」を

合わせると、修繕積立金の不足を想定しているマンションが 60.2%を占めており、多くの

マンションが費用面に課題を抱えています。また、築年数が経過するほど、「不足が想定さ

れるため、改定を予定している」が少ない傾向にあります。 

 

図 2－20 修繕積立金等の状況と今後の改定の見通し  

84.8%(123件)

16.6%(24件)

8.3%(12件)

1.4%(2件)

4.8%(7件)

0% 10% 20% 30% 40% 50% 60% 70% 80% 90%

任期を決めて順番に

選出する方式[輪番制]

公募して立候補者の中から

選出する方式[立候補制]

改選前の役員などが

新たな役員を選出する方式

わからない

その他

27.3%(39件)

38.3%(31件)

16.1%(5件)

9.7%(3件)

32.9%(47件)

32.1%(26件)

29.0%(9件)

38.7%(12件)

13.3%(19件)

6.2%(5件)

22.6%(7件)

22.6%(7件)

13.3%(19件)

13.6%(11件)

12.9%(4件)

12.9%(4件)

9.1%(13件)

9.9%(8件)

9.7%(3件)

6.5%(2件)

4.2%(6件)

9.7%(3件)

9.7%(3件)

0% 10% 20% 30% 40% 50% 60% 70% 80% 90% 100%

総数

（N=145）

築30年未満

（N=81）

築30年以上 40年未満

(N=31)

築40年以上

(N＝33)

不足が想定されるため、

改定を予定している

不足が想定されるが、

改定するかどうかはわからない

不足するかどうかわからないため、

改定するかどうかもわからない

不足しないため、

改定は予定していない

その他 無回答

N＝145 

60.2% 
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（イ）長期修繕計画の作成状況 

長期修繕計画の作成状況について、マンションの築年数が経過するほど、長期修繕計画

が「ある」の割合が少なくなる傾向にあります。更に、長期修繕計画が「ない」と回答したマン

ションは３件あります。 

 

図 2－21 長期修繕計画の有無 

 

（ウ）長期修繕計画の改定状況 

長期修繕計画の改定状況について、「改定したことがある」は築年数が 30 年以上 40

年未満のマンションが最も多く、77.8％となっています。 

 

図 2－22 長期修繕計画の改定状況 

86.9%(126件)

95.1%(77件)

87.1%(27件)

66.7%(22件)

2.1%(3件)

9.1%(3件)

7.6%(11件)

4.9%(4件)
3.2%(1件)

18.2%(6件)

3.4%(5件)

9.7%(3件)

6.1%(2件)

0% 10% 20% 30% 40% 50% 60% 70% 80% 90% 100%

総数

（N=145）

築30年未満

（N＝81）

築30年以上 40年未満

（N=31）

築40年以上

（N=33）

ある ない わからない 無回答

67.5%(85件)

67.5%(52件)

77.8%(21件)

54.5%(12件)

23.8%(30件)

24.7%(19件)

14.8%(4件)

31.8%(7件)

8.7%(11件)

7.8%(6件)

7.4%(2件)

13.6%(3件)

0% 10% 20% 30% 40% 50% 60% 70% 80% 90% 100%

総数

（N=145）

築30年未満

（N＝81）

築30年以上 40年未満

（N=31）

築40年以上

（N=33）

改定したことがある 改定したことはない わからない
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③ 管理業務の状況について 

（ア）マンション管理業務の委託状況 

管理業務（清掃・設備保守・事務等）の実施者について、82.1％が「全ての業務を管理会

社に委託している」状況となっています。一方で、戸数が 20 戸未満のマンションでは、区分

所有者自らが管理業務を行う「自主管理」が見られます。 

 

図 2－2３ 管理業務の実施者 

  

82.1%(119件)

40.0%(4件)

93.8%(30件)

93.1%(27件)

68.8%(11件)

86.7%(13件)

79.1%(34件)

9.0%(13件)

10.0%(1件)

3.4%(1件)

18.8%(3件)

13.3%(2件)

14.0%(6件)

4.8%(7件)

30.0%(3件)

3.1%(1件)

6.3%(1件)

4.7%(2件)

4.1%(件)

20.0%(2件)

3.1%(1件)

3.4%(1件)

6.3%(1件)

2.3%(1件)

0% 10% 20% 30% 40% 50% 60% 70% 80% 90% 100%

総数

(N=145)

～19戸

(N=10)

20～39戸

(N＝32)

40～59戸

(N＝29)

60～79戸

(N=16)

80～99戸

(N=15)

100戸～

(N=43)

全ての業務を管理会社に委託している

一部の業務を管理会社に委託している

管理会社に委託せず区分所有者が自主的に行っている[管理組合による自主管理] 

無回答
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④ 耐震化の取組状況について 

（ア）旧耐震マンションの耐震診断の実施状況 

旧耐震基準のマンションの耐震化の状況について、「耐震診断を行っていない」が

57.6%と半数以上を占めています。一方で、「耐震改修工事を行った[行っている]」は

3.0％にとどまっています。 

 

図 2－2４ 耐震診断と耐震改修工事の実施状況 

 

（イ）耐震診断の実施予定 

耐震診断未実施のマンションの今後の実施予定について、「ある」と「検討している」を合

わせても 21.1％であり、「ない（検討していない）」が 78.9％と大半を占めています。 

 

 

図 2－２５ 耐震診断未実施マンションの今後の耐震診断の実施予定 

  

57.6%(19件)

6.1%(2件)

9.1%(3件)

3.0%(1件)

15.2%(5件)

9.1%(3件)

0% 10% 20% 30% 40% 50% 60% 70% 80% 90% 100%

築40年以上

旧耐震基準

(N＝33)

耐震診断は行っていない 耐震診断を行い、耐震改修工事を予定している

耐震診断を行ったが、耐震改修工事の予定はない 耐震診断を行い、耐震性があることを確認した

耐震改修工事を行った［行っている］ わからない

その他 無回答

5.3%(1件)

15.8%(3件) 78.9%(15件)

0% 10% 20% 30% 40% 50% 60% 70% 80% 90% 100%

築40年以上

旧耐震基準

耐震診断未実施

(N＝19)

ある 検討している ない（検討していない） 無回答

21.1% 
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⑤ 建替えについて 

（ア）建替えの検討状況 

築 40 年以上のマンションの建替えの計画について、「建替えよりも当面は改修工事で

対応する予定である」が 42.4％、「検討はしていない」が 39.4％となっており、合わせて

約８割を占めています。「その他」の回答のうち、現時点で建替えを検討しているマンション

は 1 団地のみとなっていました。 

 

図 2－２６ 高経年マンションの建替えに対する検討状況 

 

（イ）建替え検討時の課題 

建替えの課題について、「建替えに要する費用の見通しがたたないこと」が 51.5％と最

も多いですが、その他の費用に関連する項目も 40％以上と多くなっています。加えて「建

替えに関しての知識・経験が不足していること」と「建替えに向けた合意形成が難しいこと」

がともに 42.4％と多くなっています。 

 

図 2－２７ 建替えを検討した場合の課題  

42.4%(14件)

6.1%(2件)

39.4%(13件)

6.1%(2件)

6.1%(2件)

0% 10% 20% 30% 40% 50% 60% 70% 80% 90% 100%

築40年以上

(N=33)

建替えよりも当面は改修工事で対応する予定である

建替えについて理事会等で話はでたが、検討には至っていない

検討はしていない

その他

無回答

42.4%(14件)

27.3%(9件)

39.4%(13件)

42.4%(14件)

51.5%(17件)

42.4%(14件)

45.5%(15件)

12.1%(4件)

0% 10% 20% 30% 40% 50% 60%

建替えに関しての

知識・経験が不足していること

相談やアドバイスを

受けられる専門家がいないこと

建替えに対する

区分所有者の意識が低いこと

建替えに向けた合意形成

（４／５以上の賛成）が難しいこと

建替えに要する

費用の見通しがたたないこと

建替えに要する

費用の不足が見込まれること

仮住居の手配や

費用負担が困難であること

その他

（N＝33） 
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（３）管理組合ヒアリング調査の結果 

本調査は、立地や築年数ごとの現況を把握するため、市内 13 地区のコミュニティ区域

や駅からの距離、建築年代等よりグルーピングし、市内全７駅ごとに３団地程度、計 21 団

地を抽出し、ヒアリング調査を実施しました。 

ヒアリング調査結果で聴取した特徴的な実態や取組については、以下のとおりとなって

います。 

 

① 管理組合の運営について 

・役員の担い手不足の問題に対して、女性の組合員の参画により成果を上げている。 

・高齢化により、役員選出、認知症等の様々な問題が生じており、独居高齢者の認知症問題へ

の対応に苦慮している。 

・区分所有者の入れ替わりが激しいため、管理に関して無関心な住民が多い。 

・居住者の高齢化により防災への取組に不安を抱えている。 

 

② 費用面について 

・大規模修繕工事に向けた修繕積立金について、均等積立方式に変更した。 

・修繕積立金の適正な見直しにより、値下げした。 

 

③ 大規模修繕工事について 

・長期修繕計画を見直したいが、やり方が分からない。 

・工事の実施にあたっては、借入れを行わないように調整している。 

・「マンションすまい・る債」の購入等を検討している。 

・長期修繕計画の見直しのやり方が分からない。 

・長期修繕計画の見直しにあたり、第三者の専門家からの助言がほしい。 

 

④ 耐震化について 

・費用が高額であるため耐震診断をためらっている。 

・耐震性不足という結果となった場合に耐震改修の費用を確保することが難しいため、耐震

診断を実施していない。 

・耐震性不足の場合は建替えを検討したいが、法規制により希望する床面積の確保が難しい

ことが見込まれている。 
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（４）現地調査の結果 

本調査は、管理の状況や建物の状況を把握するため、旧耐震基準で建築されたマンショ

ン 47 団地及び 13 地区のコミュニティ区域ごとに抽出した築 20 年程度のマンション 13

団地、計 60 団地を対象に現地調査を実施しました。 

 

① 建物の状況について 

外壁に剥がれやひび割れ等の軽微な損傷が見られるマンションは、75%であり、直ちに

建替えの必要があるような著しい損傷は見られませんでした。 

鉄筋の露出・腐食については、約３％と少数ですが確認されました。 

 

 図 2－２６ 外壁の損傷の有無         図 2－２７ 鉄筋の露出・腐食の有無 

 

② 管理状況について 

管理組合ポストのないマンションは、45%となっています。 

 

図 2－２８ 管理組合ポストの有無    

75.0%(45件), 

無

25.0%(15件), 

有

96.7%(58件), 

無

3.3%(2件), 

有

45.0%(27件), 

有

45.0%(27件), 

無

10.0%(6件), 

不明

N＝60 N＝60 

N＝60 
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３．越谷市のマンションの課題 

本市のマンションの管理適正化を推進するための施策の検討にあたり、市内マンションの

現況等を踏まえ、以下のとおり課題を整理しました。 

 

（１）「２つの老い」と適正管理の維持 

マンションの高経年化と居住者の高齢化による「２つの老い」が本市においてもみられる

ことから、建物・設備の老朽化、空き住戸や賃貸住戸の増加、管理組合役員のなり手不足

など、管理上の問題が複合的に生じ、適正な管理が行われなくなるおそれがあります。ま

た、現在は適正な管理が行われているマンションにおいても、今後の社会状況等の変化に

よって、管理上の新たな課題に直面する可能性があり、管理不全な状態とならないために、

良好な管理の状態を維持する必要があります。 

 

（２）マンション管理に関する知識やノウハウの不足 

市内のマンションには、大規模修繕工事に係る費用の不足に対し、修繕積立金の改定を

適切に行っているマンションもみられる一方で、改定の手段が分からないことや、合意形成

が困難であることなどの理由から、改定に向けた取組みが進められていない事例もありま

す。このように、マンション管理の効果的な手法や、他のマンションにおける成功事例に関し

て、管理組合や区分所有者が、お互いの情報を交換することなどにより、マンション管理に

関する知識やノウハウを蓄積していく必要があります。 

 

（３）マンション管理に関する関心や意識の低さ 

居住者の高齢化、管理組合役員のなり手不足等のマンション管理における課題に対し、

区分所有者の関心の低さや、管理組合ごとの意識のレベル差があります。これは、管理会

社に管理の多くを委ねていることや、輪番制により理事を経験することが少ないことなど

も、要因の一つと考えられます。そのため、各区分所有者がマンション管理の重要性の理解

を深め、マンション管理を「自分事」として取り組む、当事者意識を持つことが重要となりま

す。 

 

（４）建物の老朽化の進行に伴う管理不全化 

本市では、築 40 年以上経過したマンションが約１８％を占めており、今後、さらなる高経

年化に伴い、建物の老朽化が進行するマンションが増加すると予想されます。その対応とし

て、計画的な大規模修繕や耐震改修、建替えなどが考えられますが、費用面や合意形成が

課題となり、有効な手立てがないまま、やがては管理不全な状態となるおそれがあります。

そのため、早い段階から長期修繕計画や修繕積立金の見直しを行うなど、将来を見据えた

適正な管理を行う必要があります。 
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第３章 マンションの管理適正化の推進に向けた基本方針等 

１．基本的な考え方 

本計画において、マンションの老朽化の抑制やマンション及びその周辺における良好な居

住環境の確保を図り、安全で安心なまちづくりを推進するためには、将来にわたり、適正な

管理の維持や向上を行う必要があることから、管理組合や区分所有者による自主的な適

正管理を促進することを基本的な考え方とします。 

 

２．施策の基本方針 

「1.基本的な考え方」を踏まえ、施策の展開に向けた３つの基本方針を、次のとおり定め

ます。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

基本方針１ 
マンション管理の状況把握 
 

マンションの管理の適正化を効果的に推進するためには、市内マンションの管理に係
る課題や管理状況等に応じた施策を実施することが重要となります。そのため、市内マ
ンションの状況を継続的に把握します。 

基本方針２ 
管理運営に対する当事者意識等の向上 
 

マンションの適正な管理には、管理運営を「自分事」として考える意識や適正な管理
のためのノウハウ等が必要となります。そのため、管理運営に関する意識の醸成や必要
な情報の提供を図ることで、管理組合役員も含めた区分所有者の当事者意識等の向上
に取り組みます。 

基本方針３ 
管理組合による適正管理の促進 
 

「２つの老い」が進行する中、マンションの適正な管理を継続的に維持するためには、
管理組合による自立した管理運営が必要となります。そのため、適正化法に基づく制度
等の周知や推進を図るとともに、能動的な働きかけや支援等を行うことで、管理組合
による適正な管理を促進します。 
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第４章 マンションの管理適正化を図るための施策 

１．施策体系 

施策の展開に向けた３つの基本方針ごとに、本市におけるマンション管理適正化を図る

ための施策を、次のとおり位置づけます。 

 

  

基本方針１ 
 

マンション管理の状況把握 

 
基本方針２ 
 

 
 
 

管理運営に対する当事者意識等の向上 

 
基本方針３ 
 
 
 
 
 

管理組合による適正管理の促進 

＜施策１－１＞ 
越谷市分譲マンション登録制度への登録促進 

＜施策１－２＞ 
市内マンションに関する情報の蓄積 

＜施策２－１＞ 
マンションへの情報提供の充実 

＜施策２－３＞ 
管理組合情報交換会等の開催 

＜施策２－４＞ 
マンション管理セミナー等の開催 

＜施策２－２＞ 
マンション管理士等専門家の派遣制度の推進 

＜施策２－５＞ 
マンション施策等に関するホームページの充実 

＜施策 3－１＞ 
管理計画の認定 

＜施策 3－２＞ 
管理適正化のための助言等 

＜施策 3－３＞ 
管理不全のおそれがあるマンションへの能動的
な支援等 

＜施策 3－４＞ 
マンションの耐震化に対する支援 

＜施策 3－５＞ 
マンションの防災対策の促進 

＜基本方針＞ ＜具体的な施策＞ 
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２．基本方針１ マンション管理の状況把握 

＜施策１－１＞越谷市分譲マンション登録制度への登録促進 

市内マンションの管理状況等を把握することにより、市がマンションに関する有益な情報

の発信等を行うために取り組んでいる「越谷市分譲マンション登録制度（以下、「登録制度」

という。）」の周知を行い、登録制度への登録を促進します。 

 

＜施策１－２＞市内マンションに関する情報の蓄積 

市内マンションの管理状況や課題等に応じた、効果的な施策の検討や適切な支援等を行

うため、マンション実態調査により把握した管理状況に加え、登録制度等で得た情報をもと

に、個々のマンションに関する情報の蓄積を図ります。 

また、定期報告制度（建築基準法第１２条）の情報や、市内マンションへの定期的なアンケ

ートを実施するなどして得られた情報による更新を行うことで、マンションの管理状況等の

変化について把握し、施策に反映できるよう努めます。 

 

 

 

 

 

 

 

 

■参考：越谷市分譲マンション登録制度 

管理組合によるマンションの適正管理を促進するため、令和 3 年度より越谷市分譲マン

ション登録制度を実施しています。 

登録いただいた管理組合等に対しては、マンション管理に役立つ情報提供等を行いま

す。 また、登録いただくことにより「越谷市マンション管理士派遣制度」の利用が可能とな

ります。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

図 越谷市分譲マンション登録制度 

  

マンション管理組合等 
適正管理への意識の向上 

管理水準の維持向上 

越谷市 専門家   連携 

マンションの 

管理状況等を提出 

専門家の派遣 
適正管理に役立つ 

情報提供 
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３．基本方針２ 管理運営に対する当事者意識等の向上 

＜施策２－１＞マンションへの情報提供の充実 

市内マンションに対し、適正な管理に必要な知識や制度を周知するとともに、マンション

管理の当事者意識の向上を図るため、様々な媒体等を活用し、管理組合役員や区分所有

者へ情報提供を行います。 

また、個々のマンションが抱える課題への対応の一助となるように、マンション管理に関

する基本的な知識等をまとめたガイドブック等の作成、配布を行います。 

 

＜施策２－２＞マンション管理士等専門家の派遣制度の推進 

登録マンションに対し、マンション管理士を派遣することで相談等による支援を行ってい

る「マンション管理士派遣制度」の利用を推進します。また、マンション管理には様々な課題

が複合的に生じるため、一級建築士等の専門家を派遣する制度等の創設を検討します。 

 

＜施策２－３＞管理組合情報交換会等の開催 

管理組合が抱えている課題に対する効果的な解決手法や成功事例等を、管理組合や区

分所有者が共有することで、課題の解決に向けたノウハウ等の情報交換等をすることでき

る管理組同士の情報交換会等を開催します。 

 

＜施策２－４＞マンション管理セミナー等の開催 

管理組合や区分所有者が、マンション管理に必要な知識やノウハウを習得できるように

するため、マンション管理士や弁護士等の専門家によるマンション管理セミナーの開催やマ

ンションに関連する幅広い相談会等の開催を検討します。 

 

＜施策２－５＞マンション施策等に関するホームページの充実 

本市のマンション管理適正化に関する取組や組合運営、維持・管理などに関する必要な

情報を管理組合や区分所有者が容易に入手できるようにするため、本市のホームページの

充実に取り組みます。 
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４．基本方針３ 管理組合による適正管理の促進 

＜施策３－１＞管理計画の認定 

管理計画認定基準（P.3５参照）に対し、適正であると認められる管理計画を、適正化法

第５条の４に基づき認定します。また、管理計画認定制度の周知や推進により、管理組合の

さらなる管理意識の向上や自立的な取り組みによる管理水準の維持向上を図ります。 

 

＜施策３－２＞管理適正化のための助言等 

助言・指導及び勧告を行う際の判断基準（P.3６参照）が遵守されていないマンションに

対し、さらなる管理不全化を防ぐとともに、適正な運営管理を行うことができるよう、適正

化法第５条の２に基づき助言・指導及び勧告を行います。 

 

＜施策３－３＞管理不全のおそれがあるマンションへの能動的な支援等 

適正化法第 5 条の 2 に基づく助言・指導及び勧告は、管理組合の運営状況が判断基準

の目安となりますが、マンションの建物の状況も含めて支援の必要性が高いマンションや自

立的な管理が困難であると考えられるマンションに対し、市から管理不全な状態になること

を予防するための能動的な働きかけを行うなどの支援等の実施を検討します。 

また、適正化法第 5 条の２に基づく助言・指導及び勧告を行っても、改善の兆候が見ら

れないマンションに対し、改善に向けたフォローアップを行うなどの取り組みを検討します。 

 

＜施策３－４＞マンションの耐震化に対する支援 

耐震性が不足するマンションの耐震化を促進するため、「越谷市既存建築物耐震診断補

助金」により、マンションの耐震診断や改修に係る費用の一部について補助を行います。 

 

＜施策３－５＞マンションの防災対策の促進 

マンションの防災対策においては、自らの生命財産を自分で守る「自助」並びにマンショ

ンの居住者等及び近隣住民が協力して地域を守る「共助」の体制の構築が重要であること

から、庁内関係課所との連携により、防災・減災に関する知識の普及や意識の啓発を行い

ます。 

また、防災意識の向上や防災に関する体制の整備等を促進させるため、防災に関する一

定の基準を満たした管理組合に対し、認定等を行うなどの取り組みを検討します。 
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第５章 越谷市マンション管理適正化指針 

１．越谷市マンション管理適正化指針 

本指針は、マンション管理組合がマンションの管理適正化に向けて留意が求められる事

項を示すものです。本市のマンション管理適正化指針については、国の「マンション管理適

正化指針」に準拠した内容としています。 

 

越谷市マンション管理適正化指針 

 

１.管理組合によるマンションの管理の適正化の基本的方向 

マンションは、越谷市における主要な居住形態であり、その適切な管理は、マンションの

区分所有者等だけでなく、社会的にも要請されているところである。このようなマンション

の重要性にかんがみ、マンションを社会的資産として、この資産価値をできる限り保全し、

かつ、快適な居住環境が確保できるように、以下の点を踏まえつつ、マンションの管理を行

うことを基本とする。 

⑴ マンションの管理の主体は、マンションの区分所有者等で構成される管理組合であり、管理組合

は、区分所有者等の意見が十分に反映されるよう、また、長期的な見通しを持って、適正な運営

を行うことが必要である。特に、その経理は、健全な会計を確保するよう、十分な配慮がなされ

る必要がある。また、第三者に管理事務を委託する場合は、その内容を十分に検討して契約を

締結する必要がある。 

⑵ 管理組合を構成するマンションの区分所有者等は、管理組合の一員としての役割を十分認識し

て、管理組合の運営に関心を持ち、積極的に参加する等、その役割を適切に果たすよう努める

必要がある。 

⑶ マンションの管理には専門的な知識を要する事項が多いため、管理組合は、問題に応じ、マンシ

ョン管理士等専門的知識を有する者の支援を得ながら、主体性をもって適切な対応をするよう

心がけることが重要である。 

⑷ 更に、マンションの状況によっては、外部の専門家が、管理組合の管理者等又は役員に就任する

ことも考えられるが、その場合には、マンションの区分所有者等が当該管理者等は役員の選任や

業務の監視等を適正に行うとともに、監視・監督の強化のための措置等を講じることにより適

正な業務運営を担保することが重要である。 

 

２.マンションの管理の適正化のために管理組合が留意すべき事項 

⑴ 管理組合の運営 

管理組合の自立的な運営は、マンションの区分所有者等の全員が参加し、その意見を反

映することにより成り立つものである。そのため、管理組合の運営は、情報の開示、運営の

透明化等を通じ、開かれた民主的なものとする必要がある。また、集会は、管理組合の最高
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意思決定機関である。したがって、管理組合の管理者等は、その意思決定にあたっては、事

前に必要な資料を整備し、集会において適切な判断が行われるよう配慮する必要がある。 

管理組合の管理者等は、マンション管理の目的が達成できるように、法令等を遵守し、マ

ンションの区分所有者等のため、誠実にその職務を執行する必要がある。  

⑵ 管理規約 

管理規約は、マンション管理の最高自治規範であることから、管理組合として管理規約

を作成する必要がある。その作成にあたっては、管理組合は、建物の区分所有等に関する

法律（昭和三十七年法律第六十九号）に則り、「マンション標準管理規約」を参考として、当

該マンションの実態及びマンションの区分所有者等の意向を踏まえ、適切なものを作成し、

必要に応じてその改正を行うこと、これらを十分周知することが重要である。更に、快適な

居住環境を目指し、マンションの区分所有者等間のトラブルを未然に防止するために、使用

細則等マンションの実態に即した具体的な住まい方のルールを定めておくことも重要であ

る。 

また、管理費等の滞納など管理規約又は使用細則等に違反する行為があった場合、管理

組合の管理者等は、その是正のため、必要な勧告、指示等を行うとともに、法令等に則り、

少額訴訟等その是正又は排除を求める法的措置をとることが重要である。 

⑶ 共用部分の範囲及び管理費用の明確化 

管理組合は、マンションの快適な居住環境を確保するため、あらかじめ、共用部分の範囲

及び管理費用を明確にし、トラブルの未然防止を図ることが重要である。 

特に、専有部分と共用部分の区分、専用使用部分と共用部分の管理及び駐車場の使用

等に関してトラブルが生じることが多いことから、適正な利用と公平な負担が確保されるよ

う、各部分の範囲及びこれに対するマンションの区分所有者等の負担を明確に定めておく

ことが重要である。 

⑷ 管理組合の経理 

管理組合がその機能を発揮するためには、その経済的基盤が確立されている必要があ

る。このため、管理費及び修繕積立金等について必要な費用を徴収するとともに、管理規

約に基づき、これらの費目を帳簿上も明確に区分して経理を行い、適正に管理する必要が

ある。  

また、管理組合の管理者等は、必要な帳票類を作成してこれを保管するとともに、マンシ

ョンの区分所有者等の請求があったときは、これを速やかに開示することにより、経理の透

明性を確保する必要がある。 

⑸ 長期修繕計画の作成及び見直し等 

マンションの快適な居住環境を確保し、資産価値の維持向上を図るためには、適時適切

な維持修繕を行うことが重要である。特に、経年による劣化に対応するため、あらかじめ長

期修繕計画を作成し、必要な修繕積立金を積み立てておく必要がある。 

長期修繕計画の作成及び見直しにあたっては、「長期修繕計画作成ガイドライン」を参考

に、必要に応じ、マンション管理士等専門的知識を有する者の意見を求め、また、あらかじ

め建物診断等を行って、その計画を適切なものとするよう配慮する必要がある。長期修繕
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計画の実効性を確保するためには、修繕内容、資金計画を適正かつ明確に定め、それらを

マンションの区分所有者等に十分周知させることが必要である。 

管理組合の管理者等は、維持修繕を円滑かつ適切に実施するため、設計に関する図書

等を保管することが重要である。また、この図書等について、マンションの区分所有者等の

求めに応じ、適時閲覧できるようにすることが重要である。 

なお、建設後相当の期間が経過したマンションにおいては、長期修繕計画の検討を行う

際には、必要に応じ、建替え等についても視野に入れて検討することが望ましい。建替え等

の検討にあたっては、その過程をマンションの区分所有者等に周知させるなど透明性に配

慮しつつ、各区分所有者等の意向を十分把握し、合意形成を図りながら進める必要があ

る。 

⑹ 発注等の適正化 

管理業務の委託や工事の発注等については、事業者の選定に係る意思決定の透明性確

保や利益相反等に注意して、適正に行われる必要があるが、とりわけ外部の専門家が管理

組合の管理者等又は役員に就任する場合においては、マンションの区分所有者等から信頼

されるような発注等に係るルールの整備が必要である。 

⑺ 良好な居住環境の維持及び向上 

マンションの資産価値や良好な居住環境を維持する観点から、防災に係る計画の作成・

周知や訓練の実施、被災時を想定した管理規約上の取り決め、火災保険への加入等、管理

組合としてマンションにおける防災・減災や防犯に取り組むことは重要である。 

また、防災・減災、防犯に加え、日常的なトラブルの防止などの観点からも、マンションに

おけるコミュニティ形成は重要なものであり、管理組合においても、区分所有法に則り、良

好なコミュニティの形成に積極的に取り組むことが重要である。 

一方、自治会及び町内会等（以下「自治会」という。）は、管理組合と異なり、各居住者が

各自の判断で加入するものであることに留意するとともに、特に管理費の使途について

は、マンションの管理と自治会活動の範囲・相互関係を整理し、管理費と自治会費の徴収、

支出を分けて適切に運用する必要がある。なお、このように適切な峻別や、代行徴収に係る

負担の整理が行われるのであれば、自治会費の徴収を代行することや、防災や美化などの

マンションの管理業務を自治会が行う活動と連携して行うことも差し支えない。 

⑻ その他配慮すべき事項 

マンションが団地を構成する場合には、各棟固有の事情を踏まえつつ、全棟の連携をと

って、全体としての適切な管理がなされるように配慮することが重要である。 

複合用途型マンションにあっては、住宅部分と非住宅部分との利害の調整を図り、その

管理、費用負担等について適切な配慮をすることが重要である。 

また、管理組合は、組合員名簿や居住者名簿の管理方法等、個人情報の取り扱いにあた

っては、個人情報の保護に関する法律（平成十五年法律第五十七号）による個人情報取扱

事業者としての義務を負うことに十分に留意する必要がある。 
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３.マンションの管理の適正化のためにマンションの区分所有者等が留意すべき事項 

マンションを購入しようとする者は、マンションの管理の重要性を十分認識し、売買契約

だけでなく、管理規約、使用細則、管理委託契約、長期修繕計画等管理に関する事項に十

分に留意することが重要である。また、管理組合及びマンションの区分所有者等は、マンシ

ョンを購入しようとする者に対するこれらの情報の提供に配慮する必要がある。 

マンションの区分所有者等は、その居住形態が戸建てとは異なり、相隣関係等に配慮を

要する住まい方であることを十分に認識し、その上で、マンションの快適かつ適正な利用と

資産価値の維持を図るため、管理組合の一員として、進んで、集会その他の管理組合の管

理運営に参加するとともに、定められた管理規約、集会の決議等を遵守する必要がある。

そのためにも、マンションの区分所有者等は、マンションの管理に関する法律等についての

理解を深めることが重要である。 

専有部分の賃借人等の占有者は、建物又はその敷地若しくは附属施設の使用方法につ

き、マンションの区分所有者等が管理規約又は集会の決議に基づいて負う義務と同一の義

務を負うことに十分に留意することが必要である。 

 

４.マンションの管理の適正化のための管理委託に関する事項 

管理組合は、マンションの管理の主体は管理組合自身であることを認識したうえで、管理

事務の全部又は一部を第三者に委託しようとする場合は、「マンション標準管理委託契約

書」を参考に、その委託内容を十分に検討し、書面又は電磁的方法（管理組合の管理者等

又はマンションの区分所有者等の承諾を得た場合に限る。）をもって管理委託契約を締結

することが重要である。 

管理委託契約先を選定する場合には、管理組合の管理者等は、事前に必要な資料を収

集し、マンションの区分所有者等にその情報を公開するとともに、マンション管理業者の行

う説明会を活用し、適正な選定がなされるように努める必要がある。 

管理委託契約先が選定されたときは、管理組合の管理者等は、説明会等を通じてマンシ

ョンの区分所有者等に対し、当該契約内容を周知するとともに、マンション管理業者の行う

管理事務の報告等を活用し、管理事務の適正化が図られるよう努める必要がある。 

万一、マンション管理業者の業務に関して問題が生じた場合には、管理組合は、当該マン

ション管理業者にその解決を求めるとともに、必要に応じ、マンション管理業者の所属する

団体にその解決を求める等の措置を講じる必要がある。 
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２．マンション管理計画認定基準 

本市における、適正化法第 5 条の 4 に基づく、管理組合の作成した管理計画を認定す

る際の基準を下表のとおり定めます。 

なお、本市では、＜施策１－１＞において、「分譲マンション登録制度」への登録を促進す

ることから、本市の独自基準として、「（５）その他②」に、「越谷市分譲マンション登録制度へ

登録されていること」を追加します。 

 

表 マンション管理計画認定基準 

１．管理組合の運営 

①管理者等が定められていること 

②監事が選任されていること 

③集会（総会）が年１回以上開催されていること 

２．管理規約 

①管理規約が作成されていること 

②マンションの適切な管理のため、管理規約において災害等の緊急時

や管理上必要なときの専有部の立ち入り、修繕等の履歴情報の管理

等について定められていること 

③マンションの管理状況に係る情報取得の円滑化のため、管理規約に

おいて、管理組合の財務・管理に関する情報の書面の交付（又は電

磁的方法による提供）について定められていること 

３．管理組合の経理 

①管理費及び修繕積立金等について明確に区分して経理が行われてい

ること 

②修繕積立金会計から他の会計への充当がされていないこと 

③直前の事業年度の終了の日時点における修繕積立金の３ヶ月以上の

滞納額が全体の１割以内であること 

４．長期修繕計画の

作成及び見直し

等 

①長期修繕計画が「長期修繕計画標準様式」に準拠し作成され、長期

修繕計画の内容及びこれに基づき算定された修繕積立金額について

集会（総会）にて決議されていること 

②長期修繕計画の作成又は見直しが７年以内に行われていること 

③長期修繕計画の実効性を確保するため、計画期間が３０年以上で、

かつ、残存期間内に大規模修繕工事が２回以上含まれるように設定

されていること 

④長期修繕計画において将来の一時的な修繕積立金の徴収を予定して

いないこと 

⑤長期修繕計画の計画期間全体での修繕積立金の総額から算定された

修繕積立金の平均額が著しく低額でないこと 

⑥長期修繕計画の計画期間の最終年度において、借入金の残高のない

長期修繕計画となっていること 

５．その他 

①管理組合がマンションの区分所有者等への平常時における連絡に加

え、災害等の緊急時に迅速な対応を行うため、 組合員名簿、居住者

名簿を備えているとともに、１年に１回以上は内容の確認を行って

いること 

②越谷市分譲マンション登録制度へ登録されていること 

（越谷市独自基準） 
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３．助言・指導及び勧告を行う際の判断基準の目安 

本市における、適正化法第 5 条の 2 に基づく、助言・指導及び勧告を行う際の判断基準

の目安を下表のとおり定めます。 

 

表 助言・指導及び勧告を行う際の判断基準の目安    

以下の事項が遵守されていない場合とします。 

１．管理組合の運営 
①管理組合の運営を円滑に行うため、管理者等を定めること 

②集会（総会）を年に一回以上開催すること 

２．管理規約 管理規約を作成し、必要に応じ、その改正を行うこと 

３．管理組合の経理 
管理費及び修繕積立金等について明確に区分して経理を行い、

適正に管理すること 

４．長期修繕計画の 

作成及び見直し等 

適時適切な維持修繕を行うため、修繕積立金を積み立てておく

こと 
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第６章 計画の推進に向けて 

１．各主体の役割 

本計画を推進するため、管理組合・区分所有者、専門家等や市がそれぞれの役割を認識

するとともに、相互に連携を図ります。 

 

（１）管理組合・区分所有者の役割 

区分所有者で構成される管理組合は、マンションの管理の運営主体であることを認識

し、マンションの管理について関心や知識等をより一層高める必要があります。また、必要

に応じて専門家等の支援も得ながら、適正な管理に努めるとともに、国や市の施策に協力

するよう努めることが必要です。 

また、区分所有者においても、管理組合の一員であることを自覚し、管理組合の運営に

関心を持つことや協力することが重要となります。 

 

（２）専門家及び民間事業者等の役割 

マンションの管理には、専門的知識を要することが多いため、マンション管理士や一級建

築士等の専門家や管理業務の委託を受けたマンション管理業者は、管理組合等からの相談

に応じ、助言等の支援を適切に行うなど、その役割を果たすことが重要です。 

また、分譲等を行う事業者においては、管理不全な状態となることを予防する観点から、

円滑な管理組合の運営のため、管理規約や長期修繕計画、修繕積立金の金額等の案につ

いて適切に定めるとともに、購入者等に説明し、理解を得るよう努めることが求められま

す。 

 

（３）市の役割 

国のマンションの管理の適正化の推進を図るための基本的な方針に基づくとともに、本

計画によるマンション管理の適正化を図るための施策に取り組み、また、施策の実施にあた

っては、必要に応じて庁内関係課所や外部の関係団体等との連携を図ります。 
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２．計画の目標 

本計画による施策を効果的に推進するため、計画期間内の目標指標を下表のとおり設

定します。 

 

表 目標指標 

番 号 指 標 名 

現 状 

R4 年度 

（202２年度） 

目 標 

R１５年度 

（２０３３年度） 

備 考 

基本方針１ マンション管理の状況把握 

 １ 

分譲マンション登録制

度へ登録している管理

組合数 

累計 84 組合 累計１８０組合 

現状の内訳 

Ｒ３年度:40 組合 

Ｒ４年度:44 組合 

基本方針２ 管理運営に対する当事者意識等の向上 

 ２ 
マンション管理士等専

門家の派遣件数 
累計 13 件 累計８０件 

現状の内訳 

Ｒ３年度:５件 

Ｒ４年度:8 件 

 ３ 

本市のマンションに関

するホームページの閲

覧回数 

2,269 回/年 3,５00 回/年  

基本方針３ 管理組合による適正管理の促進 

 ４ 
管理計画認定制度に

おける認定件数※ 
－ ３０件 

本計画策定後の新

規施策のため、現状

の実績なし 

   ※新規及び更新を対象とする（変更は除く）。 
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３．進捗管理 

本計画における、マンションの管理の適正化の推進を図るため、Plan(策定)・Do（周知・

実施）・Check（点検・検証）・Action（改善・見直し）のサイクルを継続的に進め、具体的な

施策等を推進していきます。 

この PDCA サイクルに基づき、社会情勢等の変化や国・県の動向等を適切に捉えなが

ら、施策効果について、定期的に検証を実施し、必要に応じて施策内容の改善・見直しを行

います。 

施策内容の改善・見直しにおいては、目標として設定した指標について、その経過と達成

状況を把握し、施策の進捗や実施状況を確認するとともに、市民のニーズ等を踏まえ、必要

に応じ、新たな施策の検討を行います。 

 

 

図 PDCA サイクル 

 

 

Ｐｌａｎ(策定) 

Action(改善・見直し) Do(周知・実施) 

Check(点検・検証) 

マンション管理適正化 

推進計画の策定 

計画に基づく 

施策の実施 

実施状況・ 

効果の検証 

施策の改善・見直し 

施策の目標の設定・変更 


